
 

 

 

 

 

消防団員は普段は様々な仕事に就きながら消防団活動に従事しています。 

火災が発生すれば現場に駆け付け、消防署と協力して消火活動にあたります。 

風水害が起きれば、土のう積みや避難誘導等の水防活動を行います。 

行方不明者がいたら、警察等と協力して捜索を行います。 

平常時はポンプ等の点検や訓練、火災予防等の広報活動、地区行事への参加等地域のために活動 

を行っています。 

地域の安心・安全のために活動する地域のヒーロー、それが消防団です。 

 

 

 

富士見町消防団第 5分団は富里区、富士見台区を管轄しており、有事の活動 

以外にもお祭りの警備等、地元のイベント・行事にも貢献しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・５・６月 

・春季訓練 

・水防訓練 

・ポンプ操法大会 

７・８・９月 

・祝い放水、地区盆踊り 

・OKKOH警備 

・町防災訓練 

１０・１１・１２月 

・秋季訓練 

・火災予防パレード 

・年末特別警戒 

１・２・３月 

・どんど焼き警備 

・消防出初式 

・町防災訓練 

富 士 見 町 消 防 団 

第 5分団 

・定数 31名 

・実員数 27名 R7.4.2現在 

・基本団員 24名 

・機能別団員 3名 

第 5分団について 

小型動力ポンプ積載車 

平成 17年配備 

MＴ・４ＷＤ 

普通免許 

 

☆基本団員とは？ 
災害対応、各種訓練や行事、
点検等を行います。家庭等の
事情に合わせて、参加できる
時に参加できます。 
※強制なし！ 
☆機能別消防団員とは？ 
基本団員が不足する昼間の
災害対応を主として活動する
団員です。 

☆災害対応 

・火災 

・風水害 

・捜索活動

など 

☆その他 

・予防広報 

第 5分団の活動 

☆キャブオーバータイプの全
国でたくさん配備されている
車両です。 
災害や火災等の現場で活躍
する強い味方です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年額報酬 団員：36,500円 ※階級に応じて変動します。 

出動報酬 災害時  4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 

災害以外 1回につき 1,000円（年間事業計画に基づく訓練等） 

公務災害補償 消防団活動中の負傷等は損害を補償します。 

福祉共済 消防団活動に関わらず、事故や疾病により 7日以上入院した場合等 

に見舞金がもらえます。 

退職報償金 消防団員として 5年以上勤務して退職した者に、階級や勤務年数に 

応じて退職報償金を支給します。 

富士見町消防団員になったら 

Q．第 5分団はどんな組織？ 

Ｑ．訓練とか厳しくない？ 

Ａ．優しく丁寧に教えてくれるよ♥ 

自分や家族の命を守る知識と技術を身に着けることができるよ♪ 

お問い合わせ先 
第 5分団 
または 
富士見町消防課 電話 61-0119 

教えて！5分団員さん 

消防団員募集中！ 

男女問いません。 

地区との関わり 

第５分団は富里区・富士見台区を管轄しており、夏祭りではフ

ランクフルトやポップコーンの振る舞いをして盛り上げたり、

秋のお祭りでは警備をして安全を守ったり地域とはとても強

い関りがあり、皆様に支えられながら活動しています。 

Ａ．火事や災害があれば出動したり、お祭りがあれば警備を

したり、地域の皆さんの安全を守る活動をする組織です。 

Ｑ．地区のことがよくわからないのですが？ 

Ａ．分からない事は何でも教えてくれるし、消防団に入れば地区と

の関りが多いからすぐに仲の良い知り合いになれるし分かるように

なるよ。 

☆年上年下関係無く仲が良い♥ 

☆色々な世代・職種の人との繋

がりができて楽しい♥ 

☆多職種連携による応用力ある

活動‼ 

☆笑いの絶えない明るい雰囲

気と、メリハリのある消防団活

動ができる‼‼ 

☆冷暖房その他最新設備 

第 5分団のここが良い！！ 

Ｑ．家庭や仕事で参加できない場合は？ 

Ａ．もちろん家庭、仕事優先で構いません。自身の都合に合わ

せて参加できる時で大丈夫です！ 


